
 

    

令 和 6 年 1 1 月 2 9 日 

水管理・国土保全局治水課 

 

能登半島での大雨により被災した石川県管理河川の 

本格的な復旧工事を国が権限代行で実施 

 

【国が代行する工事】 

○河川の名称 塚
つか

田川
だ が わ

、町
まち

野川
の が わ

、珠洲
す ず

大谷川
おおたにがわ

 

 

○区   間 塚田川   約  2km（河口から輪島市久手川町地先まで） 

        町野川   約  7km（河口から輪島市町野町鈴屋地先まで） 

        珠洲大谷川 約  2km（河口から珠洲市大谷町地先まで） 

河川合計  約 11km 

 

○工事の内容 本格的な復旧工事（河道拡幅、護岸整備 等） 

 

【高度な技術力を要する理由】 

 多量の土砂や流木の流下対策として、治水工事と砂防工事の連携等が

不可欠であるため。 

 

 

 

【問い合わせ先】 

水管理・国土保全局 治水課 

企画専門官  小林 賢也（内線 35-514） 

課長補佐   今井 勝一（内線 35-612） 

代表 03-5253-8111、直通 03-5253-8451 

令和６年９月 20 日からの大雨により被災した能登半島北部の石川県

管理河川においては、河川法に基づく権限代行制度を活用し、国が県に代

わって緊急的な復旧工事を実施してきました。 

この度、石川県知事の要請を踏まえ、高度な技術力を要する河川の本格

的な復旧工事についても、国が権限代行により実施することとしました。 

いのちとくらしをまもる 
防 災 減 災 

同時発表：北陸地方整備局 



石川県塚田川、町野川、珠洲大谷川における国の権限代行工事

○令和６年９月２０日からの大雨により被災した能登半島北部の石川県管理河川においては、河川法に基づく権限代行制
度を活用し、国が県に代わって緊急的な復旧工事を実施してきました。

○この度、石川県知事から要請を踏まえ、高度な技術力を要する河川の本格的な復旧工事についても、国が権限代行によ
り実施することとしました。

町野川

鈴屋川

町野川 （輪島市）

河道内土砂撤去、護岸応急復旧を実施中
被災した護岸の本復旧や河道拡幅などの改良
工事についても権限代行による施工を実施

珠洲大谷川 （珠洲市）

河道内土砂撤去や護岸応急復旧を実施中
被災した護岸の本復旧についても権限代行を実施

町野川

鈴屋川

塚
田
川
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洲
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谷
川

町
野
川

：今回の権限代行対象河川

河道内土砂撤去、護岸応急復旧を実施中
被災した護岸の本復旧（地震災含む）や河道掘
削などの改良工事についても権限代行による施
工を実施

塚田川 （輪島市）
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